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軍縮の基礎知識シリーズ
軍縮に取り組む国連の機構



軍縮の基礎知識シリーズ(Disarmament Fact Sheets

series)は,ニューヨークの国連本部軍縮問題局が刊行して

いるパンフレットで,軍縮や軍備制限の問題,あるいは国連

その他の機関で行われている研究などを扱っている。本シリ

ーズは国連公用語で出され,世界中で無料配布される。この

日本語版「軍縮の基礎知識」シリーズ35号は,1984年12月国

際連合広報センターで製作したものである。



軍縮に取り組む国連の機構

この小冊子は,軍縮及び軍備制限を扱う国連組織内の様々

な機関の任務,組織機能などを紹介するものである。

国際連合と軍縮

軍縮における国連の役割は,1945年6月26日,サンフラン

シスコで採択された国連憲章に定められている。そこにおい

て国連の創設に当った人々が,戦争の惨害から将来の世代を

救う,との決意を表明したのであった。加盟国は,国際連合

の目的と原則に従うことを誓約している。その主たる目標は,

「国際平和と安全の維持」である。「世界の人的及び経済的資

源を軍備のために転用することを最も少なくして」この目的

を達成するために,軍縮と軍備規制に関連する特定の責任が

国連の安全保障理事会及び総会に課されている。1950年代以

来,軍縮に関するイニシアティブは,安全保障理事会ではな

く,主として総会及びその下部機関によってとられてきてい

る。

軍縮の分野での国際連合の役割は,徐々に拡大されてきて

おり,軍縮を扱う機関は何度も強化されてきた。



総会(General Assembly)

総会は,国連の主要な審議機関である。それはすべての加

盟国代表をもって構成し,各国は一票をもつ。通常総会は毎

年,九月の第三火曜日に始まり,普通,12月半ばまで続く。

総会はまた,安全保障理事会の要請,加盟国の過半数の要請

または,過半数の同意がある場合に,一加盟国の要請によっ

て特別会期を開くこともできる。

憲章に基づいて,総会は,軍縮の原則及び軍備規制を含む

国際平和と安全の維持における協力の原則について審議し,

勧告を出す任務をもつ。総会は,紛争又は事態が現に安全保

障理事会で討議されている場合を除いて,国際平和と安全保

障に関するいかなる問題にっいても討議し,かつ勧告を出す

ことができる。

1978年に開かれた第一回軍縮特別総会の最終文書によれば,

総会は,「軍縮分野における国連の主要な審議機関であったし,

今後もそうあるべきであり,また軍縮措置の実施を容易にす

るため,あらゆる努力をなすべきである」とされている。

第二次世界大戦が終了し,国際連合が設立されて間もなく

の1946年1月24日,総会が採択したまさに最初の決議は,核

兵器ほかの大量破壊兵器の廃絶を求め,また核エネルギーが

平和目的のみに用いられることを求めた。その時以来,国際

連合は軍備競争を停止させるために,たゆまぬ努力を続けて

きた。国連は,軍縮討議と交渉の常設フォーラムとなり,国

際社会からの勧告の源泉となり,また軍縮関連問題の研究に

先鞭をつける役割を果している。

近年,総会が採択する軍縮関係決議の数が,漸時増大の傾

向にある。たとえば1983年には,総計331の決議中62が軍縮

関連であった。それは軍備競争の停止,とくに核軍備競争の

停止,すべての核実験の禁止,核兵器の凍結,非核地帯の新

設,生物・化学兵器の禁止,軍事費削減,軍縮と開発の関係,

信頼醸成措置などに関するものであった。数多くの決議が

「全面完全軍縮」という議題の下で採択された。全面完全軍

縮というのは,つねに国際連合の究極の努力目標である。総

会の決議は,基本的には国連加盟国に対する勧告である。

総会には七つの主要委員会がある。



総会の第一委員会(The First Committeeof

the General Assembly)

第一委員会は,総会の七つの主要委員会の一つで,総会の

手続き規則にしたがう。1978年の軍縮特別総会の決定によっ

て,第一委員会は軍縮及び,関連の国際安全保障問題のみを

扱う。委員会は全加盟国で構成し,総会本会議での採択を求

めて関連の決議案を提出する。

他の主要委員会と同様,第一委員会は委員長1人,副委員

長2人,報告者3人を選出する。決定は,出席しかつ投票す

るメンバーの過半数で行う。委員会は,10月から12月にかけ

て会期を開く。

1984年に,第一委員会の作業プログラムには,第一,二回

軍縮特別総会が採択した勧告や決定の見直しと実施状況ほか,

全面完全軍縮,核実験禁止条約,核戦争の防止,非核地帯の

設置,軍事費削減,生物(細菌)・化学兵器,新型の大量破壊

兵器及びその兵器体系,軍縮と開発の関係,宇宙軍拡競争の

防止,核兵器の使用あるいは使用の脅しに対して非核兵器国

の安全保障を強化する国際条約の締結,などのような議題が

ある。



軍縮委員会(Disarmament Commission)

国連軍縮委員会は,総会が会期中でない時に軍縮問題を討

議する場となる。これは1952年に少数の委員国で設置され,

のちに1959年になって全国連加盟国で構成するものに拡大さ

れたのを引き継いだ。この委員会は1950年代に活発であった

が,1965年以来は,全く会議を開いていなかった。

1978年の軍縮特別総会で,審議機関として,また総会の下

部機関として再度設立された。この委員会は,軍縮の分野で

のさまざまな問題を審議して勧告を行い,軍縮特別総会の決

定や勧告をフォローする。

この委員会は,委員会に関ずる総会の手続き規則に沿って

動くが,必要な場合には規則に変更が加えられる。委員会は,

実質問題の決定は,できる限りコンセンサスで行うようあら

ゆる努力をすることに同意した。

第一委員会と同じく,軍縮委員会は全国連加盟国で構成す

る。毎年総会に報告を提出し,ニューヨークで通常5～6月

に約4週間にわたって実質会期をもつ。

1978年の発足以来軍縮委員会は,包括的軍縮プログラム,

軍縮と開発の関係、1980年代の第二次軍縮の10年,軍事費削減

の全体的問題,通常兵器に関する総合的研究のための指針,

信頼醸成措置のための指針の作成,南アフリカの核能力など

をその議題としている。



特別委員会(Ad Hoc Committees)

総会は,特定の軍縮事項を扱うために,時に応じて特別委

員会を設置する。この数年間に設置されたそのおもな委員会

としては,世界軍縮会議に関する特別委員会とインド洋特別

委員会がある。

世界軍縮会議特別委員会(Ad Hoc Committee

on the World Disarmament Conference)

1965年の総会は,決議2030(XX)を採択,世界軍縮会議

の開催計画を支持した。この計画は1971年に再提起され,総

会は決議2833(XXVI)を採択,適切な準備の後に,すべて

の国が参加する世界軍縮会議を開くことを考慮すべきだとし

た。

1973年の総会は,世界軍縮会議特別委員会を設立して,会

議開催について各国政府が示したすべての意見及び提案,な

らびにその開催条件を検討させることにした。

それ以来毎年,特別委員会は総会に報告を提出してきた。

世界軍縮会議開催までに乗り越えなければならない見解の相

違が依然あるにしても,特別委員会は適切な準備を経てすべ

ての国の参加を得ることができれば,そのような会議が有益

なものとなる可能性はある,とくり返しのべた。特別委員会

は,つねに各国の態度を把握しておくために核兵器国及び他

のすべての国々とも密接な連絡を保ち,委員会に対してなさ

れるすべての関連ある提案や意見を考慮する。

委員会は,以下の40の非核兵器国で構成する。アルジェリ

ァ,アルゼンチン,オーストリア,ベルギー,ブラジル,ブ

ルガリア,ブルンジ,カナダ,チリ,コロンビア,チェコス

ロバキァ,エジプト,エチオピア,ハンガリー,インド,イ

ンドネシア,イラン,イタリア,日本,レバノン,リベリア,

メキシコ,モンゴル,モロッコ,オランダ,ナイジェリア,

パキスタン,ペルー,フィリピン,ポーランド,ルーマニア,

スペイン,スリランカ,スウェーデン,チュニジア,トルコ,

ベネズエラ,ユーゴスラビア,ザイール,ザンビア。



インド洋特別委員会(Ad Hoc Committee

on the lndian Ocean)

1971年の総会は,「インド洋平和地帯宣言」と題する決議

2832(XXVI)を採択した。決議はその中でとくに,今後決

定する範囲内でインド洋をつねに平和地帯と指定するとのべ

た。

翌年総会は,インド洋特別委員会の設立を決定し,とくに

その目的を遂行するためにとられる実際的措置に関連して,

1971年の宣言の履行を研究させることにした。

1980年以来,特別委員会の主要任務は,宣言の有効な実施

を審議するインド洋会議開催に必要な準備をすることである。

委員会は,以下で構成する。オーストラリア,バングラデ

シュ,カナダ,中国,民主イエメン,ジブチ,エジプト,エ

チオピア,フランス,東ドイツ,西ドイッ,ギリシャ,イン

ド,インドネシア,イラン,イラク,イタリア,日本,ケニ

ア,リベリア,マダガスカル,マレーシア,モルジブ,モー

リシャス,モザンビーク,オランダ,ノルウェー,オマーン,

パキスタン,パナマ,ポーランド,ルーマニア,セイシェル,

シンガポール,ソマリア,スリランカ,スーダン,タイ,ソ

連,アラブ首長国連邦,イギリス,タンザニア,米国,イエ

ーメン,ユーゴスラビア,ザンビア。



軍縮会議(Conferenceon Disarmament)

第一回軍縮特別総会の最終文書によれば,軍縮会議は国際

社会の「唯一の多国間軍縮交渉の場」である。そのメンバー

40力国には,すべての核兵器保有国と35の他の国を含む。非

核兵器保有国のメンバーは,一定期間ごとに再検討される。

軍縮会議がこのような輪かくをもつものとされたのは,第一

回軍縮特別総会の結果であった。会議はその前身である軍縮

委員会会議(Conference of the Committee on Disarmament.

1968-78年),18力国軍縮委員会会議(Conference of the

Eighteen-Nation Committee on Disarmament1962-68年),

10力国軍縮委員会会議(Conference of the Ten-NationCo-

mmittee on Disarmament1959--62年)が行ってきた交渉努力

をうけて,1979年にスタートした。軍縮会議は,1979年から

1983年までは軍縮委員会(Committee on Disarmament)と呼

ばれていた。

軍縮会議と国際連合の間には,独特の関係がある。会議は,

それ自身の手続き規則を定め,総会の勧告を考慮に入れて自

身の議題を作成ずる。会議は年一回,あるいは適当な場合は

二回以上,総会に報告を提出する。軍縮会議の予算は,国連

予算に含まれており,会議は国連の建物で開かれ国連職員
がその業務を助ける。会議の事務局長は,会議のメンバー国

と協議の上で国連事務総長が直接任命し,事務総長の特命代

表として行動する。

軍縮会議の作業は,本会議で,あるいは会議が合意する方

法ですすめられる。会議のメンバーでない国も書面で提案ま

たは作業文書を提出することができ,また招請をうけて議題

上の実質問題の討議に参加することができる。議長は,すべ

てのメンバーによる月ごとの輪番制で務める。さらに軍縮会

議は,コンセンサスで作業を進める。会議は,毎年総会会期

中でない時期に約6カ月間にわたってジュネーブで開かれる

のが普通である。

1979年に軍縮会議は,恒久的議題として次の10項目を選

んだ。

D核兵器のあらゆる側面

ii)化学兵器

iiD他の大量破壊兵器

iv)通常兵器



v)軍事費削減

vi)兵力削減

vii)軍縮と開発

viii)軍縮と国際安全保障

ix)信頼醸成措置及びすべての関係当事国に受け入れ

られる適切な軍縮措置との関連における効果的な検

証措置を含む副次的対策

x)効果的な国際管理の下での全面完全軍縮のための

包括的軍縮プログラム

このいわゆる「十戒」の中から軍縮会議は,毎年の議題

を選び,その年の作業プログラムを定める。1984年の実質

議題は以下である。

i)核実験禁止

ii)核軍拡競争の停止及び核軍縮

iii)核戦争の防止。すべての関連事項を含む

iv)化学兵器

v)宇宙軍備競争の防止

vi)核兵器の使用ないし使用の威かくから非核兵器国

を守る効果的な国際措置

vii)新型大量破壊兵器及びそのような兵器システム。

放射能兵器

viii)包括的軍縮プログラム

軍縮会議のメンバーは以下のとおり。アルジェリア,アル

ゼンチン,オーストラリア,ベルギー,ブラジル,ブルガリ

ア,ビルマ,カナダ,中国,キューバ,チェコスロバキァ,

エジプト,エチオピア,フランス,東ドイツ,西ドイツ,ハ

ンガリー,インド,インドネシア,イラン,イタリア,日本,

ケニア,メキシコ,モンゴル,モロッコ,オランダ,ナイジ

ェリア,パキスタン,ペルー,ポーランド,ルーマニア,ス

リランカ,スウェーデン,ソ連,イギリス,米国,ベネズエ

ラ,ユーゴスラビア,ザイール。

会議は現在,メンバーを今の40力国から,44力国を越えな

い数に増やすことを考慮中である。



特別総会(Special Sessions of the General

Assembly)

1978年と1982年の初夏の二度,総会は軍縮の問題のみにし

ぼった特別会期を開いた。1978年の第一回特別総会では,129

項目からなる最終文書がコンセンサスで採択された。それは宣

言,行動計画,及び審議と交渉のための国際軍縮機構の部か

らなる。最終文書は,軍備の水準を漸時低下させることによ

ってすべての国の安全を高めることを意図して広範な軍縮措

置を提案し,国連憲章にしたがって国連には軍縮について中

心的,第一義的責任があるとのべている。

1982年に開かれた第二回軍縮特別総会の結論文書は,その

性質上大半は手続き上のものである。世界軍縮キャンペーン

を開始し,国連の軍縮フェローシッププログラムを継続しか

つフェローシップの人数を20人から25人に増やしたことは,

同総会の成果である。第一回特別総会の最終文書の有効性が,

全会一致で再確認され,各国は1978年の行動計画で合意され

た軍縮交渉の優先順位を尊重すると誓約した。

結論文書ではまた,次の第三回軍縮特別総会を,1983年の通

常総会で決定する時期に開くこと,それは1988年より遅くな

らないこと,そして1985年までに正確な時期を定めること一

が合意された。



軍縮問題局(Department for Disarmament

Affairs)

軍縮問題における国連事務局の役割は,国連憲章に示され

た事務総長の一般的機能からひき出されるもので,これまで

総会ほかの国連の決議機関の決定を通して発展してきた。

軍縮問題局は,軍縮問題を専門に扱う事務局で,ニューヨ

ークの国連本部にあって,ジュネーブに支部を置く。

軍縮の分野での国連の努力を強化するための決議37/99K

にしたがって,政治安全保障理事会問題局の下にあった元の

軍縮センター(Centre for Disarmament)が,1983年1月1

日をもって局に昇格され,事務総長に直接報告する事務次長

をその長とすることになった。

軍縮問題局は以下の様に事務次長室(Office of the Under.

Secretary-General)その下にある調整及び世界軍縮キャンペ

ーン部(Cordlnation and World Disarmament Campaign
Section)及び三つの課からなる。

事務次長室は,事務次長を助けて政策を立案し,局の作業

管理を行う。政策立案,政策決定のために同室は,国際連合

内外での軍縮関係の動きを分析,評価する。調整及び世界軍

縮キャンペーン部は,各局間及び国連諸機関関係機構への参

加に関連する活動を扱う。同部は,国連内での世界軍縮キャ

ンペーンを調整し,この分野で軍縮問題局に課せられる活動

を行う。同部は,NGOほかの世界軍縮キャンペーンを構成

する諸機関と連携をもつ。

委員会及び会議業務課(Committee and Conference Ser-

vices Branch)は,総会の第一委員会,軍縮委員会(Disar-

mament Commission),特別委員会,作業グループ及び軍縮

協定,条約当事国の再検討会議,の事務局として事務上な

らびに実質的支援を与える。同課は,総会決議や決定をフォ

ローし,それに関する報告を作成する。また,軍縮の分野で

の多国間条約及び協定の寄託者としての,事務総長の役割か

からひき出される軍縮問題局の機能を果す。

情報研究課(Information and Studies Branch)は,軍

縮,軍備制限などの関連問題を扱う国連刊行物,すなわち国

連軍縮年鑑,定期刊行物「軍縮」,軍縮の基礎知識シリーズ

(Fact Sheet series),軍縮研究シリーズなどの国連刊行物

を製作する。同課は,総会の委託にもとついて事務総長を助

けて軍縮研究を行う専門家グループ会議のための事務局をつ



とめ,実質的支援を与える。また,軍備及び軍縮関係の文書

を保管し,研究書を収集する。

ジュネーブ支部は,軍縮会議及びその下部機関の事務局と

して,管理上,実質上の支援を行う。適当な場合には現行条

約の再検討会議や条約起章会議など,他の軍縮機関のための

業務に参加する。それは,国連の軍縮フェロー・プログラム

の仕事をする。同課はまた,適当な場合,世界軍縮キャンペ

ーンとの関連で軍縮問題局の活動を調整し,実施するほか,

世界軍縮キャンペーン関係のNGOとの連絡に当る。また軍

備及び軍縮に関する専門資料の収集につとめる。



軍縮研究諮問委員会(Advisory Boardon

Disarmament Studies)

軍縮研究諮問委員会は,1978年に第一回軍縮特別総会で設立

されたもので,国連が行う軍縮研究の様々な側面について事

務総長に助言を与える。委員会はその個人としての専門性を

基準に公平な地理的配分の原則に従って事務総長が選ぶ著名

人からなる。

委員の中には現職あるいはかつての外務大臣,政府の上級

職員,国連常駐代表及び指導的な学者などがいる。委員会は

また,国連軍縮調査研究所の評議会として,世界軍縮キャン

ペーンの実施について,事務総長に助言する。

国連軍縮調査研究所(Unitid Nations lnstitute

for Disarmament Research-UNIDR)

国連軍縮調査研究所は,1979年12月11日の総会決議34/83

Mに基づき1980年10月1日に国連の枠内の自治機関として設

立された。UNIDIRは,軍縮及びそれに関連する安全保障の

問題について独自の研究を行い,軍縮問題局と密接な関係を

もって作業する。研究所はジュネーブのパレデナシオンにあ

って,各国政府,NGO,基金及び個人からの自発的拠出金

で運営される。

UNIDIRは,軍縮研究諮問委員会(上記参照)及び研究所

所長からなる評議会の指示をうける。



国際原子力機関(lnternational Atomic

Energy Agency)

国際原子力機関(IAEA)は,1957年に国連の制度下にくみ

こまれた政府間の自治機関である。IAEAは,原子力の平和

利用に関係する国際活動に責任をもつ。1970年3月の核兵器

不拡散条約の発効とともに,IAEAは条約当事国である非核

兵器国との間で,すべての核物質及びその使用に関係する保

障協定を締結する任務を負った。ラテンアメリカ核兵器禁止

条約(トラテロルコ条約)の全当事国もIAEAとの間に保障

協定を締結している。IAEAは毎年,総会に報告を提出し,

適当な時には安全保障理事会及び経済社会理事会に報告する。



国連関係機関の他の活動

以下の国連専門機関及び国連機関も,軍縮関係活動を実施

している。

ユネスコ(United Nations Educational,

Scientific and Cultural Organization)

国連教育科学文化機関(ユネスコ)は,教育,科学,文化

及び通信の面での国際協力を通して,平和と安全保障に貢献

する。第一回軍縮特別総会の最終文書及び,1980年のユネス

コ総会によってユネスコに与えられた任務に基づいて,社会

科学調査,軍縮教育および軍縮の広報関係の活動プログラム

を実施している。

世界保健機関(World Health Organization)

1981年に世界保健機関(WHO)の総会は,医学及び公衆

衛生の専門家からなる国際委員会を設立し,平和及び軍縮強

化,熱核戦争の防止に関する国連決議を実施するために,

WHOに可能な貢献の方法を研究することになった。

「核戦争の健康及び保健活動に与える影響」と題する報告書

が出され,1983年のWHO総会で承認をうけた。軍縮関連の

WHOの活動は,この報告書の中の勧告に基づいている。

WHOは今後も核戦争の影響についての研究を出す予定であ

る。



国連環境計画(United Nations Environment

Programme)

国連環境計画(UNEP)は,これまでにとくに地雷のよう

な戦争の遺物が環境に与える影響,兵器が生態系に与える影

響など,国家が現世代及び次の世代のために自然を保持する

責任に関していくつかの報告書を出している。また他の機関

と協力してUNEPは,軍備競争と環境と開発の相互関係に

関する世界的研究計画の作成ならびに世界レベル及び地域レ

ベルでの軍備競争が環境に与える影響の科学的評価に関する

総合プログラムを作成してきた。

国連訓練調査研修所(United Nations

Institute for Training and Research)

国連訓練調査研修所(UNITAR)は,主に発展途上国の人

で国連内に,あるいは自国政府に職を奉ずる人々に訓練を施

すことによって,国連の目的とくに平和と安全保障を達成す

ることを意図する。

国際連合大学(United Nations University)

東京にある国際連合大学(UNU)は,60以上の国々の協

力機関及び学者たちのネットワークを通じて研究,上級訓練

及び知識の伝達を行う。同大学の研究プロジェクトの一つは,

「平和と世界変容」と題され,地域的安全保障の問題を追求

することによって,紛争解決における独自の地域的能力を高

めることを狙う。
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